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１．要 旨 

（１）改正理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制度の拡充につい

て規定するため、条例の一部を改正する。 

（２）主な改正内容 

① 部分休業について、現行の１日につき２時間を超えない範囲内の形態（第１号部分休

業）に加え、１年につき７７時間３０分（１０日相当）を超えない範囲内の形態（第２

号部分休業）の規定を設ける。 

② 選択した第１号部分休業又は第２号部分休業を変更する場合の規定を設ける。

③ 第１号部分休業及び第２号部分休業の条例で定める１年の期間として、４月１日から

３月３１日までを規定する。 

④ 勤務時間を考慮して取得可能な非常勤職員については、正規職員に準じて制度を改正

する。 

（３）施行日 

令和７年１０月１日 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   総務課による事前審査済 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

 庁議終了後、速やかに条例改正の手続を進めることとし、上記の条例を改正する議案

を令和７年第３回市議会定例会に提出したい。 

 ５．審議結果 

注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 

決定


